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事業名 確認
都市構造再編集中支援事業 ■

都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） □

都市再生整備計画事業（防災・安全交付金） □

まちなかウォーカブル推進事業 □



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 40.3 ha

令和 5 年度　～ 令和 9 年度 令和 5 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都市構造再編集中支援事業の計画　
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方　※誘導施設を整備する場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／年 Ｒ元年度 R9年度

R9年度市街地整備の推進に係る満足度 点
市街地整備の状況について町民満足度の増加（毎年実施し
ている町民へのアンケート）

利便性の高い中心市街地での集約・複合化された施設整備により
町民の市街地整備への満足度が増加する。

41点 Ｒ4年度 60点

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

・都市機能増進施設は、居住者の共同の福祉や利便性の向上が図れる行政、教育、文化、医療、福祉、商業などの施設で、本町では概ね弟子屈市街地に立地していている。これらは町民の生活利便性や公共・公益サービス機能を確保するために基本的に維持し続ける
べき必要な施設であることから、弟子屈町立地適正化計画の中では、都市機能増進施設を誘導施設として設定している。
・市街地中央部には役場・警察・消防、小・中・高や図書館など、市街地南部には厚生病院、老健・子ども福祉施設、市街地北部の国道沿線には郊外型商業施設が集積しており、将来的にもこれらの土地利用を維持する。
・中心市街地には、鉄道駅やバスターミナルといった公共交通の結節機能、商店街や企業の支店等を中心とした経済機能、前述の公共公益機能をもとより有しているところであるが、”湯けむりのまち”のイメージを活かしつつ、地域住民の交流や地域住民と観光客が交流
できる機能を持つ図書館・温浴施設・プールを一体整備することで、相乗効果により人を惹きつけ、一日中過ごせる居場所を作り、コミュニティの醸成や友人との大切な時間、学び・気づきの獲得を実現するとともに、地域の経済活動を活性化し、外貨獲得にも資することが
できる。
・既成市街地外縁部については、本町全体で見られる人口減少、高齢化の傾向が顕著な地域であるため、日常生活を支えるサービス機能、地域コミュニティの維持・増進機能の強化を図って行く。

中心市街地にある旧営林署の跡地及び隣接する民間未利用地を活用し、「町内の若者」「町内の家族連れ」「観光客」をターゲットとした複合誘導施設（図書館、健康増進施設等）を整備する。
誘導施設は、平成28年度に策定された、「地熱資源を活用した『弟子屈・ジオ・エネルギー事業』マスタープラン」に基づき、本町の温泉熱を活用した施設とする。

誘導施設利用者数 誘導施設を利用する人の数
図書館、健康増進施設等の合築により既存の誘導施設（図書館）よ
り利用者が増加する。

6,838人/年 46,700人/年

大目標：活力・活気・雇用を生み出す、賑わいあふれる中心市街地の実現
　　目標１：町民が利用しやすい複合交流拠点の創出
　　目標２：来訪者への情報提供による中心市街地への誘導・回遊性の向上

　弟子屈町では平成に入り、市街地を縦断していた国道241号のバイパス整備を契機に、摩周温泉や役場を中心とした中心市街地での空洞化が進み、都市としての賑わいの低下が見られてきた。このため平成5年には「道の駅摩周温泉」の登録を行うなど「摩周温泉の町
弟子屈」をアピールし、以後平成25年に道の駅を大規模にリニューアルするなど来訪者の中心部への誘導を図ってきたところである。さらに今後は老朽化した公共施設の更新を進めるため、廃止された営林署の跡地を活用し、図書館を移転整備するとともに、来訪者の利
用も目指した温浴施設やプールの整備など、中心市街地の内部への移転・集約を行い、都市機能の拡散防止と公共不動産の有効活用を図っていく。
　一方、既成市街地外縁部の住宅地では居住者の高齢化が顕著であり、主な移動手段が自家用車であることから、このままでは日常生活に必要なサービスを受けることが困難となってくる。このため、既成市街地外縁部にあるJR駅やバス停といった公共交通のアクセスポ
イントを拠点とし、日用品買い回り施設等の生活機能の確保や医療機能、及び中心市街地の公共・公益サービス機能との連携強化を図る。

・ 弟子屈町は、北海道東部の釧路地方管内の北部に位置し、明治～大正時代は豊富な森林による木材業や畜産を主体とした農業が、町の繁栄を支えてきた。一方、世界有数の透明度を誇る摩周湖、日本最大級のカルデラ湖である屈斜路湖は、大正末から昭和の初め
にかけ、美幌峠や屈斜路回遊の道路、摩周湖への周遊観光ルートの完成や、昭和6年の国鉄釧網線の開通、さらに昭和9年の阿寒国立公園の誕生により、道東観光の中心拠点として本町に多大な恩恵をもたらしてきた。
・弟子屈市街地は釧路川、鐺別川が合流する弟子屈町最大の市街地であり、川湯温泉、屈斜路湖畔温泉郷とともに、旅館（摩周温泉）や飲食店の多い街並みが形成されてきた。
・都市計画を導入している弟子屈市街地は、温泉街を中心とした土地利用や、 市街地の主要幹線となる国道２４１号、２４３号、３９１号と２本の道道を骨格とした道路事業や街路事業、土地区画整理事業により道路を整備してきているほか、野外レクリエーション活動施設と
して摩周運動公園の整備や、豊かな自然が残された旧河川跡地を利用した水郷緑地の整備とともに、公共下水道整備などの都市基盤の整備をしてきた。 さらに、平成28年度には「地熱資源を活用した“弟子屈・ジオ・エネルギー事業”マスタープラン」を策定し、すでに活用
されていた官民主要施設の暖房のみならず、一般家庭への給湯や地熱発電など、SDGsのまちづくり推進も行われてる。
・第6次弟子屈町総合計画では、基本理念を「すべての住民が、暮らしに満足を覚え、次代に夢を託せるまちづくり」と定め、行政と町民のパートナーシップで、あるいは町民が主体的に進めるまちづくりを行政が支援するまちづくりを進めるものとしている。 弟子屈市街地は、
近年の不況、温泉旅館・商店の廃業や、官庁施設、民間企業の撤退により、中心市街地に空地が目立つようになったほか、特にコロナ禍における観光業は深刻な影響をうけていること、さらには少子高齢化に伴う人口減少、情報化・国際化の進展、環境問題への関心の高
まりなど、本町をとりまく社会・経済情勢の変化の中で、まちづくり整備を進めるうえでの課題も多様化、重要化している。

①子どもから高齢者や来訪者が集え、住民が健康に楽しく暮らせる、利便性の高い複合型都市機能施設の整備が求められている。
②本町は、道東観光の中心に位置し、観光交流によるまちづくりを進めているが、来訪者を中心市街地へ誘導する、国道、鉄道など交通結節等での情報案内機能の強化が求められている。

①総合計画（令和4年度～令和11年度）
　第6次総合計画では「人口減少の抑止につがる、変革的な取組を進める」、「すべての住民が、地域のまちづくりに関わる誇りを持つ」ことによって、町外から訪れる人との関わりを深めながら、子どもから高齢者までの全ての世代で、「全ての住民が、暮らしに満足を覚え、
次代に夢を託せるまちづくり」を基本理念としており 、将来都市像を  “「水」と「森」を守り、「人」が共に輝く、誇りと活力あふれる 夢づくりのまち 弟子屈”　と定め、人と自然の共生、雇用創出、健康づくりの推進、学び環境の充実などのまちづくりの方向性を示している。
②都市計画マスタープラン（平成22年度～令和4年度）
・弟子屈町都市計画マスタープラン（平成１５年度～令和４年度）では「笑顔で迎える心を育むまちづくり」をまちづくりの基本理念に、①まちをよく知り、まちの良さを伝える　②弟子屈の売り、イメージを形成する　③みんなの手でまちを育てる、を基本姿勢とし、「快適な居住
空間の形成」「まちのエントランス部分から中心市街地へと来訪者を誘う景観拠点の形成」を基本目標に定めている。市街地整備の方針では、①土地利用の方針　②交通体系の整備方針　③水と緑の形成方針　④その他の都市施設等の整備方針からなっている。都市防
災の方針では、地域防災計画にもとづいて、避難所などの防災拠点の整備や、避難ルートの整備（歩道の拡張、バリアフリー化など）、備蓄品の充実などを進め、地域の防災力の向上を図るとしている。
③弟子屈町中心市街地再構築基本計画（令和2年度～）
本計画は中心市街地を交流人口拡大による地域と観光の交流拠点を構築する施設等の整備を検討するため策定した弟子屈町中心市街地再構築全体構想（令和2年3月策定）を踏まえ、これをを具体化し、今後の事業化に向けた具体的な方針や条件を定めた計画であ
り、基本的な方向性・基本理念を
　❶全ての町民、特に弟子屈町の若者や子育て世代が弟子屈町に誇りと希望を持ち、弟子屈町で健康に暮らすことが楽しいと思える場を提供する
　❷弟子屈町の地域資源を最大限に生かすことで、町民、町外の方、観光客等が「交流」し、かつ弟子屈町を「知る」ことができる場を提供する
　❸経済性に十分配慮し、持続可能な運営・経営を行うことで、将来に負担を残さない
としている。

都道府県名 北海道 弟子屈町
て し か が ち ょ う

中心
ちゅうしん

市街地
し が い ち

地区

計画期間 交付期間 9



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他
【都市計画マスタープラン等との関連について 】
・本計画は、現在策定中の弟子屈町都市計画マスタープランの見直し、及び弟子屈町立地適正化計画を見据えたものとする。
・弟子屈町中心市街地再構築基本計画の策定（令和3年3月）
・釧路市・弟子屈町による第2期 水のカムイ観光圏整備計画策定（令和2年4月）

【交付期間中の計画の管理、事後評価について】
・広報などで町民に公表していく。

【その他官民協働の取り組み事例】
・中心市街地再構築全体構想町民会議による構想の策定（令和2年3月）
・地域の自主性および自立性を尊重し、町や地域にとって有効で公益性が見込まれる事業に対し補助金を交付する「地域づくり活動支援事業」を実施中

方針に合致する主要な事業
【町民が利用しやすい複合交流拠点の創出】
・にぎわいを取り戻すため、子どもから高齢者や来訪者が集える、利便性の高い都市機能複合施設の整備を行う。
・健康で楽しい暮らしを送り、学びが確保され、町内外の人々が交流し弟子屈を知るためには健康増進施設と図書館が一体不可分であり、これらの機能を
複合化した施設の整備を行う。

【基幹事業】（誘導施設　教育文化施設）　（仮）弟子屈町図書館整備事業（複合施設）
【提案事業】（地域創造支援事業）健康増進施設整備事業（複合施設）
【提案事業】（事業活用調査）　事業分析調査
【提案事業】（まちづくり活動推進事業）　賑わい創出事業
【提案事業】（まちづくり活動推進事業）　エリアマネジメント推進事業
【提案事業】（まちづくり活動推進事業）　複合施設オープニング事業
【関連事業】（弟子屈町複合型地域観光交流拠点整備事業）テナント等整備事業（複合施設）

【来訪者への情報提供による中心市街地への誘導・回遊性の向上】
・本町は、道東観光の中心に位置し、観光交流によるまちづくりを進めているが、来訪者を中心市街地へ誘導する複合施設周辺の道路整備や、国道、鉄道
など交通結節等での情報案内板の整備を行い、町民との交流を深める
・誘導し回遊を図るべき中心市街地において、新規起業や空き店舗活用、街並み景観改善を行い、地域の付加価値と魅力向上を図る

【基幹事業】（誘導施設　教育文化施設）　（仮）弟子屈町図書館整備事業（複合施設）
【基幹事業】（道路）　町道弟子屈北1条東1丁目線歩道改良事業
【基幹事業】（地域生活基盤施設）　中心市街地案内板整備事業
【提案事業】（地域創造支援事業）健康増進施設整備事業（複合施設）
【提案事業】（地域創造支援事業）　企業振興促進事業
【提案事業】（事業活用調査）　事業分析調査
【提案事業】（まちづくり活動推進事業）　エリアマネジメント推進事業



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 弟子屈町 直 L=310m R6 R7 R6 R7 22.2 22.2 22.2 22.2 －

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 弟子屈町 直 4基 R7 R7 R7 R7 4.4 4.4 4.4 4.4 ―

高質空間形成施設

高次都市施設地域交流センター

観光交流センター

テレワーク拠点施設

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設 弟子屈町 直 建物 1,375.22㎡ R5 R8 R5 R8 932.1 932.1 932.1 932.1 1.34

子育て支援施設

元地の管理の適正化

基幹的誘導施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

復興促進事業

エリア価値向上整備事業

合計 958.7 958.7 958.7 0.0 958.7 1.34 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

弟子屈町 直 R7 R9 R7 R9 4.8 4.8 4.8 4.8

弟子屈町 直 建物 1,723.60㎡ R5 R8 R5 R8 1,167.8 1,167.8 1,167.8 1,167.8

弟子屈町 直 - R9 R9 R9 R9 5.0 5.0 5.0 5.0

弟子屈町 直 - R7 R9 R7 R9 15.0 15.0 15.0 15.0

弟子屈町 直 - R6 R9 R6 R9 12.0 12.0 12.0 12.0

弟子屈町 直 - R8 R8 R8 R8 5.0 5.0 5.0 5.0

合計 1,209.6 1,209.6 1,209.6 0.0 1,209.6 …B

居住誘導促進事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

居住誘導促進事業

合計 0 0 0 0 0 …C
合計(A+B+C) 2,168

（参考）都市構造再編集中支援関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
弟子屈町 建物 590.81㎡ ○ R5 R8 795.1

合計 795.1

全体事業費

弟子屈町複合型地域観光交流拠点整備事業 テナント等整備事業（複合施設）

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

全体事業費

事業 事業箇所名

事業期間

（いずれかに○） 事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業主体 所管省庁名 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

エリアマネジメント推進事業まちづくり活動推進事業

（いずれかに○）

交付期間内事業期間

細項目

企業振興促進事業

健康増進施設整備事業（複合施設）

事業分析調査

地域創造支援事業

事業活用調査

賑わい創出事業

複合施設オープニング事業

（参考）事業期間

住宅市街地総合整備事業

（仮）弟子屈町図書館（複合施設）

町道弟子屈北1条東1丁目線歩道改良

案内看板

交付対象事業費 2,168 交付限度額 599.2 国費率 0.276

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

中心市街地地区（北海道弟子屈町） 面積 40.3 ha 区域
弟子屈町湯の島1・2・3丁目、中央1丁目の全部と、
　　　　　　　　　　　　　　　　　中央2・3丁目、高栄1丁目、朝日1丁目の各一部

凡 例

都市再生整備計画区域

主な官公庁等

大型店舗

国道

鉄道

国道241号

フクハラ 摩周店

道の駅 摩周温泉

ＪＲ摩周駅

弟子屈町役場

Ａコープてしかが店

釧路川

中心市街地地区

40.3ha


